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 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ， 競 争 入 札 参 加 資 格 を 公 平 か つ 公 正 に 処 理 す る た

め ， 小 松 市 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 の あ っ た 業 者 の う ち ， 市 内 業

者 及 び 準 市 内 業 者 と し て 認 定 す る に 当 た り ， 必 要 な 要 件 を 定 め る も

の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お け る 用 語 の 定 義 は ， 次 の 各 号 に 定 め る も の と す

る 。  

⑴  市 内 業 者 は ， 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 （ 請 負 契 約 の 見 積 り ，  

入 札 ， 契 約 締 結 等 の 実 態 的 な 業 務 を 行 う 事 務 所 を い う 。） と し て ，

小 松 市 内 に 本 社 又 は 本 店（ 以 下「 本 店 等 」と い う 。）を 有 し て い る

業 者 を い い ， か つ 建 設 業 に あ っ て は 建 設 業 法 （ 昭 和 24 年 法 律 第

100 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 主 た る 営 業 所 を 有 し て い る

業 者 を い う 。  

 ⑵  準 市 内 業 者 は ， 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 と し て ， 小 松 市 内 に

支 社 ，支 店 ，営 業 所（ 以 下「 支 店 等 」と い う 。）を 有 し て い る 業 者

を い い ，か つ 建 設 業 に あ っ て は 建 設 業 法（ 昭 和 24 年 法 律 第 100 号 ）

第 ３ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た そ の 他 営 業 所 を 有 し て い る 業 者 を い

う 。  

 ⑶  営 業 所 は ， 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 と し て ， 前 ２ 号 の 本 店 等

及 び 支 店 等 を い う 。  

 （ 市 内 業 者 の 認 定 要 件 ）  

第 ３ 条  市 内 業 者 の 認 定 要 件 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る す べ て を 満 た す も

の と す る 。  

⑴  営 業 所 が 前 条 第 １ 号 に 規 定 す る 事 務 所 で あ る こ と 。  

 ⑵  営 業 所 が 第 ５ 条 の 認 定 要 件 を 満 た し て い る こ と 。  



 ⑶  小 松 市 に 法 人 市 民 税 等 の 納 付 す べ き 全 て の 市 税 を 完 納 し て い る

こ と 。  

 ⑷  支 店 等 を 有 す る 者 に お い て は ， ど の 支 店 等 よ り も 本 店 等 の 法 人

市 民 税 割 合 が 大 き い こ と 。  

 （ 準 市 内 業 者 の 認 定 要 件 ）  

第 ４ 条  準 市 内 業 者 の 認 定 要 件 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る す べ て を 満 た す

も の と す る 。  

⑴  営 業 所 が 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 事 務 所 で あ る こ と 。  

⑵  営 業 所 が 次 条 の 認 定 要 件 を 満 た し て い る こ と 。  

⑶  小 松 市 に 法 人 市 民 税 等 の 納 付 す べ き 全 て の 市 税 を 完 納 し て い る

こ と 。  

⑷  本 店 等 か ら 独 立 し て 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 と し て 権 限 を 委

任 さ れ て い る 旨 の 書 面 が 提 出 さ れ て い る こ と 。  

 （ 営 業 所 の 認 定 要 件 ）  

第 ５ 条  営 業 所 の 認 定 要 件 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る す べ て を 満 た す も の

と す る 。  

⑴  事 務 所 の 形 態  

ア  自 社 の 所 有 で あ る こ と 。 も し く は 自 社 名 義 で 賃 貸 借 契 約 を 締

結 し て い る こ と 。  

イ  建 物 等 を 他 の 事 業 者 と 共 同 し て 使 用 す る 場 合 ， 壁 等 で 物 理 的

に 分 離 し て い る こ と 。  

ウ  従 業 員 等 の 住 宅 と 兼 用 で あ る 場 合 に は 居 住 部 分 と 区 分 し て い

る こ と 。  

エ  事 務 所 名 が 確 認 で き る 看 板 を 外 部 か ら 見 え る 場 所 に 常 時 設 置

し て い る こ と 。か つ 建 設 業 に あ っ て は 建 設 業 法 第 40 条 に 定 め る

標 識 を 常 時 設 置 し て い る こ と 。  

オ  営 業 及 び 事 務 等 に 必 要 な 事 務 用 什 器 及 び 事 務 用 機 器 を 備 え 付

け て い る こ と 。  



⑵  営 業 活 動 の 実 態  

ア  建 設 業 に あ っ て は ， 建 設 業 法 第 40 条 の ３ の 規 定 に よ る 帳 簿 ，

そ の 他 に お い て は ，営 業 活 動 に 必 要 な 帳 簿 類 を 備 え て い る こ と 。 

イ  従 業 員 の 出 勤 状 況 が 確 認 で き る 出 勤 簿 等 を 備 え て い る こ と 。  

ウ  電 話 ・ フ ァ ッ ク ス 等 の 番 号 が 営 業 所 の 番 号 で あ る こ と 。  

⑶  人 的 配 置 の 状 況  

ア  法 人 に あ っ て は ， 営 業 所 を 代 表 す る 者 を 含 め ２ 名 以 上 が 常 駐

し て い る こ と 。  

イ  建 設 業 に あ っ て は ， 建 設 業 法 第 ７ 条 第 ２ 号 の 規 定 す る 専 任 技

術 者 が 常 駐 し て い る こ と 。  

⑷  そ の 他 必 要 な 事 項  

ア  営 業 所 に お い て ， 常 時 連 絡 が と れ る 体 制 で あ り ， 転 送 に な っ  

て い な い こ と 。  

イ  前 項 の 体 制 が 単 な る 連 絡 員 の 配 置 に よ る 取 り 次 ぎ で な い こ と 。 

ウ  や む を 得 な い 場 合 の 転 送 先 は ，前 号 ア の い ず れ か で あ る こ と 。 

 （ 申 請 書 類 の 提 出 ）  

第 ６ 条  市 内 業 者 又 は 準 市 内 業 者 の 認 定 を 受 け よ う と す る 事 業 者 は ，

市 内 営 業 所 登 録 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請

時 に 提 出 す る も の と す る 。 た だ し 、 市 内 業 者 は ， 現 に 提 出 さ れ て い

る 申 請 書 の 記 載 事 項 に 変 更 が な い と き は ， 都 度 の 提 出 を 要 し な い も

の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず ， 必 要 と 認 め た と き は ， 市 内 営 業 所 登 録 申

請 書 の 提 出 を 随 時 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 市 内 業 者 及 び 準 市 内 業 者 の 認 定 ）  

第 ７ 条  市 内 業 者 及 び 準 市 内 業 者 の 認 定 は ， 小 松 市 競 争 入 札 参 加 有 資

格 者 名 簿 の 登 録 を も っ て 行 う 。  

 （ 市 内 営 業 所 の 実 態 調 査 ）  

第 ８ 条  第 ６ 条 の 申 請 内 容 の 事 実 確 認 を 行 う た め ， 必 要 に 応 じ て 随 時



営 業 所 等 の 訪 問 調 査 を 実 施 す る も の と す る 。  

２  実 態 調 査 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 別 に 定 め る も の と す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 25 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 26 年 12 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 27 年 12 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ７ 年 12 月 12 日 か ら 施 行 す る 。  

 


